
小嶋税務会計事務所

今回、父が亡くなって相続が発生しましたが、生前、父は子供たちや孫に金銭を贈与して

おりました。相続税の申告をする際には、生前に贈与した額を加算して相続税の計算をする

と聞きましたが、これはどういうことでしょうか？

解説
  

１． 生前贈与加算の対象者

生前贈与加算の対象者は、相続または遺贈により財産を取得した人です。なので、相続人

であっても財産を相続しなければ生前贈与加算の対象外となります。なお、生命保険金は

みなし相続財産となりますので、生命保険金の受取人は生前贈与加算の対象者となります。

２． 贈与税額控除

相続開始前 3 年以内の被相続人からの贈与については生前贈与加算の対象となります。た

だし、すでに贈与税を払っていた場合、相続税から納付済みの贈与税を控除することがで

きます。これを贈与税額控除といいます。

３． 生前贈与加算の範囲

基本的に下記の取扱いとなります。

①贈与税の基礎控除に満たない 110 万円以下の贈与→加算あり

②被相続人が死亡した年に行った贈与→加算あり

③贈与税の配偶者控除が適用された贈与→加算なし（死亡した年に行った場合は加算あり）

④住宅取得資金の贈与→加算なし

⑤教育資金の一括贈与→管理残高の加算あり

⑥結婚や子育て資金の贈与→管理残高の加算あり（相続税額の 2 割加算はなし）

要するに…

Ｑ

No.242                 2020/7/15

1 Minute News
小嶋税務会計事務所   〒105-0004 港区新橋 6-19-21 ミドリヤビル 5 階

TEL 0 3 ( 6 4 0 2 ) 9 5 5 5
FAX 0 3 ( 6 4 0 2 ) 9 5 5 6

URL    http://www.kojimaz.jp
E-Mail  h-kojima@kojimaz.jp

生前贈与加算とは？加算されるものの対象は？

相続税の対策として毎年 110 万円の贈与をしているケースはよくありますが、死亡前 3 年

以内に贈与を受けた財産には相続税がかかってしまうことがあります。なので、110 万円

以内の暦年贈与による対策はなるべく早めに始めたほうが効果的です。

生前贈与加算とは、死亡前 3 年以内に相続人が被相続人から贈与を受けていた場合、相続

人の相続税価格に贈与額を加算する規定のことです。


